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学校 公共施設

コンクリート
ブロック塀

・明和小プール

・明和小正門横
・東部小プール

・北中プール
・東山中プール

・フローラルプレイスプ
ロパン置場

・サルビア学園正門
・桜井分団詰所

・安祥閣駐車場
・東町除塵機
・錦町交通安全広場

〇法不適合の理由
・ブロック塀　高さ１.２ｍ超で控え壁なし
・石材等の塀　高さ１.２ｍ超
〇老朽化等の中には高さの取り方により、法不適合となるブロック塀が別に３か所あり

　その他
（石材等の塀）

・明和小正門

・安祥中正門
・東部小胸像付近
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６
月
18
日
朝
、
大
阪
府
北
部

を
震
源
と
す
る
最
大
震
度
６
弱

（
安
城
市
震
度
３
）
の
地
震
が

起
き
ま
し
た
。

高
槻
市
で
小
学
校
の
プ
ー
ル

の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
倒
れ
、
通
学

路
を
歩
い
て
い
た
４
年
生
が
下

敷
き
に
な
り
、
亡
く
な
り
ま
し

た
。安

城
市
は
こ
の
地
震
を
受
け

て
、
学
校
・
公
共
施
設
の
緊
急

点
検
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
（
別
表
）
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
法
不

適
合
は
、
学
校
１
か
所
、
公
共

施
設
３
か
所
。
老
朽
化
等
は
、

学
校
４
か
所
、
公
共
施
設
は
３

か
所
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

石
材
等
の
塀
の
法
不
適
合
は
、

学
校
３
か
所
と
し
て
い
ま
す
。

市
は
、
学
校
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
プ
ー
ル
の
塀

は
早
急
に
撤
去
す
る
な
ど
、
早

急
に
対
応
策
を
検
討
す
る
と
説

明
し
ま
し
た
。

「
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
」

の
廃
止
を
！

安
城
市
は
６
日
、
学
校
・
公
共
施
設
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
塀
や
石
材
等
の
塀
の
点
検
結
果
を
市
議
会
議
員
に
説
明
し
ま
し

た
。
法
不
適
格
７
か
所
、
老
朽
化
等
７
か
所
と
し
て
、
早
急
に
対

応
策
を
検
討
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

撤
去
な
ど
、
早
急
に
対
応
策
を
検
討

学校・公共施設のブロック塀の点検

市
は
小
中
学
校
の
通
学
路
を

学校・公共施設のブロック塀の点検結果

民
間
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

撤
去
費
補
助
を
検
討

各
学
校
の
教
員
が
調
査
し
、
自

動
販
売
機
や
看
板
な
ど
４
５
２

か
所
の
危
険
個
所
が
あ
っ
た
と

し
て
い
ま
す
。

市
は
、
子
ど
も
た
ち
に
危
険

個
所
の
対
応
を
指
導
し
、
通
学

路
の
変
更
も
検
討
す
る
と
し
て

い
ま
す
。

市
は
、
民
間
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

撤
去
費
補
助
制
度
に
つ
い
て
現

在
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
ま
し
た
。

北中プール



世帯 現行 2020年10月 月額

30代夫婦、子２人 224,380 218,360 -6,020

30代母、子２人 223,850 226,110 2,260

６５歳以上夫婦 149,240 154,630 5,390

７５歳単身 102,900 101,550 -1,350
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日
本
共
産
党

無
料
法
律
相
談

◆
毎
週
土
曜
日

午
前
10
時
～
12
時

◆
場
所

日
本
共
産
党

知
立
事
務
所

◆
申
し
込
み

市
議
団
ま
で

〔
安
城
市
議
団
〕

宮
川
か
ね
ひ
こ
議
員

古
井
町
一
本
木
45∸

11

Ｔ
Ｅ
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５
ー
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３
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ふ
か
や
恵
子
議
員

池
浦
町
池
浦
95
ー
３

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
７
７
ー
１
３
４
５
）

生活保護の切り下げ

宮
川
か
ね
ひ
こ
議
員
は
６
月
議
会
一
般
質
問
で
、
生
活
保
護

の
切
り
下
げ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
30
代
夫
婦
子
ど
も
２
人
世

帯
で
年
額
７
万
円
余
の
引
き
下
げ
と
な
り
、
憲
法
第
25
条
の
空

洞
化
に
つ
な
が
る
と
指
摘
し
ま
し
た
。

生
活
保
護
は
国
民
の
生
存
権
を
保
障
す
る

最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

生
活
保
護
の
問
題
は
、
制
度

を
利
用
し
て
い
る
人
だ
け
の
問

題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
の

日
本
で
貧
困
は
特
別
の
事
情
で

は
な
く
、
倒
産
、
失
業
、
リ
ス

ト
ラ
、
病
気
、
親
や
家
族
の
介

護
な
ど
で
職
を
失
え
ば
、
誰
も

が
貧
困
に
陥
っ
て
も
お
か
し
く

な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
生
活
保
護
基
準
の
引

き
下
げ
は
、
住
民
税
、
保
育
料
、

介
護
保
険
料
、
就
学
援
助
、
最

低
賃
金
な
ど
に
連
動
し
、
広
範

な
国
民
の
生
活
に
重
大
な
影
響

を
与
え
ま
す
。
憲
法
第
25
条
に

明
記
さ
れ
た
国
民
の
生
存
権
を

保
障
す
る
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
で
あ
る
生
活
保
護
の
あ

り
方
は
、
す
べ
て
の
国
民
の
権

利
に
か
か
わ
る
重
大
問
題
で
す
。

安
倍
政
権
は
生
活
扶
助
費
を

最
大
５
％
、
平
均
１
・
８
％
引

下
げ
、
生
活
扶
助
費
総
額
を
２

１
０
億
円
（
国
費
は
１
６
０
億

円
）
削
減
す
る
と
し
、
生
活
扶

助
費
が
上
が
る
世
帯
が
26
％
、

下
が
る
世
帯
は
67
％
と
し
て
い

ま
す
。

今
で
も
食
事
は
１
日
２
回

ど
こ
を
削
れ
ば
い
い
の
か

宮
川
議
員
は
、
現
在
、
保
護

を
受
け
て
い
る
い
る
方
か
ら
の

「
今
で
も
食
事
は
２
回
、
ど
こ

を
削
れ
ば
い
い
の
か
」
の
怒
り

の
声
を
紹
介
し
、
今
回
の
引
き

下
げ
に
よ
る
、
市
の
４
つ
の
モ

デ
ル
ケ
ー
ス
の
影
響
額
を
質
し

ま
し
た
。

市
は
、
別
表
の
内
容
を
答
弁

し
ま
し
た
。

宮
川
議
員
は
今
回
の
見
直
し

の
最
大
の
問
題
点
は
「
一
般
低

所
得
世
帯
」
（
所
得
が
最
も
少

な
い
10
％
の
層
）
に
合
わ
せ
て

基
準
を
引
き
下
げ
る
も
の
で
、

現
在
の
基
準
が
憲
法
第
25
条
の

水
準
に
な
っ
て
い
る
か
、
と
い

う
こ
と
を
無
視
し
た
や
り
方
だ

と
指
摘
し
ま
し
た
。

生活扶助費改定の影響額 単位：円


